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相
続
登
記
義
務
化
と
い
う
言
葉
を
耳
に

す
る
機
会
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
２
０
２

１
年
４
月
、
民
法
等
を
一
部
改
正
す
る
法

案
が
国
会
で
成
立
。
新
た
な
制
度
で
あ
る

相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
も
成
立
し
て
い
ま

す
。
現
代
日
本
が
抱
え
る
問
題
で
も
あ
る

所
有
者
不
明
土
地
の
解
消
に
向
け
た
取
り

組
み
の
一
つ
で
あ
り
、
今
後
、
よ
り
効
率

的
な
土
地
利
用
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

　

所
有
者
不
明
土
地
と
は
、
登
記
簿
上
か

ら
直
ち
に
現
在
の
所
有
者
が
判
明
し
な
い

よ
う
な
土
地
、
所
有
者
が
判
明
し
て
も
そ

の
所
在
が
不
明
で
連
絡
が
つ
か
な
い
よ
う

な
土
地
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
例
え
ば
、

登
記
簿
上
の
所
有
者
が
故
人
で
あ
る
よ
う

な
土
地
が
そ
う
で
す
。

　

遺
産
分
割
を
し
な
い
ま
ま
相
続
が
繰
り

返
さ
れ
る
と
、
相
続
人
の
数
が
ね
ず
み
算

式
に
増
加
し
、
権
利
関
係
が
複
雑
化
し
ま

す
。
相
続
人
調
査
だ
け
で
も
多
大
な
時
間

と
費
用
が
必
要
に
な
り
、
管
理
者
の
い
な

い
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
土
地
の
増
加
に
つ

な
が
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、公
共
事
業
、

復
旧
・
復
興
事
業
が
進
ま
な
い
な
ど
、
土

地
の
利
活
用
が
阻
害
さ
れ
る
原
因
と
な
っ

て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
隣
接
地
へ
の
悪

影
響
も
看
過
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
所
有
者
不
明
土
地
は
相

続
登
記
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
所
有
者
不
明
土

地
の
発
生
予
防
と
利
用
の
円
滑
化
と
い
う

視
点
か
ら
相
続
登
記
は
義
務
化
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。主
な
制
度
の
内
容
は
、

①
相
続
登
記
の
申
請
の
義
務
化

�　

不
動
産
を
取
得
し
た
相
続
人
に
対
し
、

そ
の
取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
に

相
続
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と
を
義
務
付

け
ま
す
。
施
行
日
以
前
に
発
生
し
た
相
続

に
つ
い
て
は
、
施
行
日
若
し
く
は
取
得
を

知
っ
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
３
年

以
内
と
な
り
ま
す
。

�　

遺
産
分
割
が
成
立
し
て
い
な
い
状
況
で

も
相
続
登
記
ま
た
は
相
続
人
申
告
登
記
の

申
出
が
必
要
で
す
。
正
当
な
理
由
な
く
登

記
申
請
義
務
に
違
反
し
た
場
合
は
、
10
万

円
以
下
の
過
料
の
適
用
対
象
と
な
る
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

②
住
所
変
更
登
記
の
申
請
の
義
務
化

�　

所
有
権
の
登
記
名
義
人
に
対
し
、
住
所

の
変
更
日
か
ら
２
年
以
内
に
住
所
変
更
登

記
の
申
請
を
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ま

す
。
施
行
日
以
前
に
発
生
し
た
住
所
変
更

に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
２
年
以
内
と

な
り
ま
す
。

�　

住
所
変
更
登
記
が
さ
れ
な
い
と
、
登
記

簿
上
か
ら
直
ち
に
現
所
有
者
の
所
在
が
分

か
ら
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。
相
続
登
記

と
同
様
に
住
所
変
更
登
記
も
所
有
者
不
明

土
地
を
発
生
さ
せ
る
原
因
で
す
。
正
当
な

理
由
な
く
登
記
申
請
義
務
に
違
反
し
た
場

合
は
、
５
万
円
以
下
の
過
料
の
適
用
対
象

と
な
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

③
相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
の
創
設

�　

相
続
ま
た
は
遺
贈
に
よ
り
土
地
の
所
有

権
を
取
得
し
た
相
続
人
に
対
し
、
一
定
の

要
件
の
も
と
土
地
を
手
放
し
て
国
庫
に
帰

属
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
制
度
で
す
。

④
所
有
者
不
明
私
道
へ
の
対
応

�　

改
正
前
民
法
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
共

有
物
の
「
管
理
」
の
範
囲
が
拡
大
・
明
確

化
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
共
有
物

に
変
更
を
加
え
る
場
合
は
全
員
の
同
意
が

必
要
で
し
た
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、

軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
広
義
の
管
理
行

為
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
各
共
有
者

の
持
分
の
価
格
に
従
い
、
過
半
数
で
決
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

例
え
ば
、
共
有
私
道
を
砂
利
道
か
ら
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
舗
装
に
す
る
場
合
や
私
道
内
の

樹
木
を
伐
採
す
る
行
為
等
が
該
当
し
ま

す
。

※�

制
度
に
つ
き
詳
し
く
は
お
近
く
の
司
法

書
士
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
２
０
２
１
年
４
月
に
成
立
し
た
「
民
法
等
一
部
改
正
法
」
と
「
相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
」

が
ま
も
な
く
施
行
さ
れ
ま
す
。
相
続
登
記
義
務
化
は
２
０
２
４
年
４
月
１
日
か
ら
。
相
続

土
地
国
庫
帰
属
法
は
そ
れ
よ
り
早
い
２
０
２
３
年
４
月
27
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

住
所
変
更
登
記
も
義
務
化
さ
れ
ま
す
が
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
２
０
２
６
年
頃
ま
で
に
施

行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

相
続
登
記
の
義
務
化
を
考
え
る

な
ぜ
相
続
登
記
は

義
務
化
さ
れ
る
の
か

特集
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県
内
全
て
の
司
法
書
士
が
加
入

　
丹
羽
明
代
（
以
下
、
丹
羽
）　
神
奈
川
県

司
法
書
士
会
（
以
下
、
司
法
書
士
会
）
の
現

在
の
概
況
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
紙
谷
繁
昭
（
以
下
、
紙
谷
）　
司
法
書
士

の
主
な
業
務
は
登
記
・
供
託
手
続
の
代
理
や

裁
判
所
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
、
成
年
後

見
人
へ
の
就
任
、
財
産
管
理
な
ど
で
す
。
司

法
書
士
会
に
は
、
県
内
の
全
て
の
司
法
書
士

が
加
入
し
て
い
ま
す
。
主
な
取
り
組
み
と
し

て
、
相
続
な
ど
の
相
談
事
業
や
、
法
的
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
な
ど
で
す
。
現
在
、
相
続
登
記

の
義
務
化
の
周
知
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
主

要
駅
へ
の
広
告
掲
出
や
、
地
元
テ
レ
ビ
局
で

Ｃ
Ｍ
を
流
す
な
ど
広
報
に
努
め
て
い
ま
す
。

国
民
の
権
利
の
保
全
な
ど
関
わ
る

　
丹
羽　
横
浜
地
方
法
務
局
（
以
下
、
法
務

局
）
の
職
務
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

　
古
谷
剛
司
（
以
下
、
古
谷
）　
神
奈
川
県

全
域
を
管
轄
し
て
お
り
、
不
動
産
登
記
や
商

業
・
法
人
登
記
、
戸
籍
、
国
籍
、
成
年
後
見

登
記
、
供
託
な
ど
の
民
事
行
政
事
務
、
人
権

擁
護
事
務
、
訟
務
事
務
と
い
っ
た
国
民
の
権

利
の
保
全
、
法
人
の
信
用
保
持
、
取
引
の
安

全
な
ど
に
深
く
関
わ
る
業
務
を
取
り
扱
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
な
ど
の
利

用
を
促
進
し
な
が
ら
、
行
政
手
続
が
簡
素
化

で
き
る
よ
う
情
報
連
携
も
進
め
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
改
正
戸
籍
法
の
施
行
に
向
け
て
本

籍
地
以
外
で
も
戸
籍
証
明
書
な
ど
を
取
得
で

き
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

民
法
等
の
総
合
的
な
見
直
し
行
う

　
丹
羽　
民
法
等
の
改
正
の
内
容
を
教
え
て

い
た
だ
け
ま
す
か
。

　
古
谷　
非
常
に
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
の

で
、
要
点
の
み
お
話
し
ま
す
。
所
有
者
不
明

土
地
等
の
「
利
用
の
円
滑
化
」
と
「
発
生
予

防
」
の
両
面
か
ら
民
事
基
本
法
制
の
総
合
的

な
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

①�

土
地
・
建
物
等
の
利
用
に
関
す
る
民
法

の
見
直
し
（
利
用
の
円
滑
化
）

　

②�

形
骸
化
し
た
登
記
の
抹
消
手
続
の
簡
略

化
等
の
不
動
産
登
記
法
改
正

＊
以
上
２
０
２
３
年
４
月
１
日
施
行

神
奈
川
県
司
法
書
士
会

紙
谷 

繁
昭
会長

横
浜
地
方
法
務
局

古
谷 

剛
司
局長

　
２
０
２
１
年
４
月
に
「
民
法
等
一
部
改
正
法
」
と
「
相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
」
が
成
立
。
今

年
４
月
か
ら
段
階
的
に
施
行
さ
れ
、
来
年
４
月
に
は
相
続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

施
行
に
あ
た
り
神
奈
川
県
司
法
書
士
会
の
紙
谷
繁
昭
会
長
と
横
浜
地
方
法
務
局
の
古
谷
剛
司
局

長
に
、
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
や
改
正
法
施
行
後
の
展
望
な
ど
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
聞
き
手

：

神
奈
川
県
司
法
書
士
会　
丹
羽
明
代
広
報
委
員
）

連携連携してして登記義務化登記義務化をを周知周知連携して登記義務化を周知
法改正で所有者不明の土地減らす

特
別

対
談
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③�

相
続
し
た
土
地
を
手
放
す
た
め
の
制
度

（
相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
）
の
創
設

（
発
生
の
予
防
）

＊
２
０
２
３
年
４
月
27
日
施
行

　

④�

相
続
登
記
の
申
請
の
義
務
化
（
自
己
の

た
め
に
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
り
、
か
つ
、
そ
の
所
有
権
を
取
得
し

た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
の

申
請
を
義
務
付
け
。
遺
産
分
割
が
成
立

し
た
場
合
に
は
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
た

登
記
申
請
も
義
務
付
け
）�

＊
２
０
２
４
年
４
月
１
日
施
行

　

⑤�

そ
の
他
・
住
所
等
変
更
未
登
記
へ
の
対

応
（
住
所
等
の
変
更
日
か
ら
２
年
以
内

の
申
請
義
務
化
、
登
記
官
が
職
権
で
変

更
登
記
を
す
る
方
策
を
導
入
）

　

・�

所
有
不
動
産
記
録
証
明
制
度
の
創
設（
登

記
が
必
要
と
な
る
相
続
し
た
不
動
産
の

把
握
を
容
易
に
）

　

・
登
記
名
義
人
の
死
亡
等
の
事
実
の
公
示

　

＊�

施
行
日
未
定
。
２
０
２
６
年
４
月
ま
で

に
施
行

　

以
上
の
改
正
は
、
準
備
や
周
知
の
た
め
に

施
行
時
期
が
異
な
る
の
で
注
意
が
必
要
で

す
。

　
丹
羽　
現
在
あ
る
所
有
者
不
明
の
土
地
を

減
ら
し
、
今
後
そ
の
よ
う
な
土
地
を
出
さ
な

い
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ル
で
す
ね
。

　
古
谷　
そ
の
通
り
で
す
。
相
続
登
記
申
請

の
義
務
化
に
は
罰
則
が
定
め
ら
れ
ま
し
た

が
、
事
前
に
催
告
し
た
上
で
、
正
当
な
理
由

が
な
く
相
続
登
記
を
し
な
い
場
合
に
、
過
料

の
手
続
を
と
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
「
正
当
な
理
由
」
に
関
し
て
は
こ

れ
か
ら
具
体
的
に
な
る
予
定
で
す
。

　
丹
羽　
司
法
書
士
会
と
し
て
、
今
回
の
改

正
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

　
紙
谷　
今
年
は
相
隣
関
係
の
見
直
し
、
共

有
制
度
、
新
た
な
管
理
制
度
が
施
行
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
相
続
登
記
の
義

務
化
だ
け
に
限
ら
ず
、
市
民
に
で
き
る
だ
け

周
知
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

た
「
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
」
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
で
、
司
法
書
士
会
と
し
て
も
、
今
後

本
人
確
認
作
業
が
非
常
に
難
し
く
な
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
大
株
主
と
実
質
的

支
配
者
が
同
一
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
か
っ

た
り
な
ど
の
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。
お
そ
ら

く
こ
の
改
正
も
同
じ
時
期
に
な
る
の
で
、
緊

急
的
に
検
討
し
、
準
備
を
進
め
て
い
く
考
え

で
す
。

義
務
化
を
周
知
し
相
談
で
き
る
環
境
を

　
丹
羽　
義
務
化
へ
の
取
り
組
み
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

　
古
谷　
相
続
登
記
の
義
務
化
の
認
知
度
に

つ
い
て
、
法
務
省
が
昨
年
７
月
に
実
施
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
よ
く
知
ら
な
い
」「
全

く
知
ら
な
い
」
と
答
え
た
人
は
66
％
と
、
ま

だ
ま
だ
認
知
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
す
。
認

知
度
を
上
げ
る
た
め
、
広
報
と
と
も
に
相
談

で
き
る
環
境
を
充
実
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
法
務
局
で
は
コ
ロ
ナ
禍
で
は
手
続
案

内
が
電
話
中
心
に
な
り
ま
し
た
が
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ

で
も
開
始
し
ま
し
た
。
司
法
書
士
、
土
地
家

屋
調
査
士
と
三
者
合
同
の
相
談
会
も
始
め
て

お
り
、
相
続
登
記
の
促
進
に
つ
な
げ
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
紙
谷　
相
談
者
の
心
配
ご
と
は
、
相
続
税

の
支
払
い
義
務
の
有
無
で
す
。
税
理
士
に
相

談
し
て
相
続
財
産
の
評
価
額
を
算
定
し
て
も

ら
う
こ
と
も
重
要
で
す
。
あ
と
相
続
登
記
の

期
限
は
相
続
発
生
か
ら
３
年
以
内
で
あ
り
、

義
務
化
以
前
に
発
生
し
た
相
続
に
関
し
て

も
、過
去
に
遡
っ
て
効
力
が
発
生
す
る
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
。

１
０
０
万
円
以
下
は
免
税
対
象
に

　
丹
羽　
税
制
面
で
の
変
更
点
を
ご
紹
介
い

た
だ
け
ま
す
か
。

　
古
谷　
相
続
登
記
の
登
録
免
許
税
の
免
税

措
置
の
対
象
範
囲
が
拡
充
さ
れ
、「
不
動
産

の
価
額
が
１
０
０
万
円
以
下
の
全
国
の
土

横浜地方法務局　古
ふ る

谷
や

 剛
つ よ

司
し

 局長
1988年宇都宮地方法務局採用。その後、法務
省大臣官房・民事局、総務省行政管理局等を経
て、2019年民事局総務課登記情報センター室長、
2021年東京法務局民事行政部長を歴任。2022
年横浜地方法務局長着任。
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地
」
に
つ
い
て
の
相
続
登
記
が
免
税
対
象
に

な
っ
た
こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　
丹
羽　
司
法
書
士
会
と
し
て
、
税
制
面
で

必
要
な
後
押
し
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で

し
ょ
う
か
。

　
紙
谷　
相
続
登
記
の
義
務
化
に
合
わ
せ

て
、
相
続
登
記
に
か
か
る
負
担
に
関
し
て
見

直
す
付
帯
決
議
が
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
相
続
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
も
今
は

１
０
０
０
分
の
４
で
す
が
、
今
後
も
さ
ら
な

る
負
担
軽
減
や
非
課
税
に
つ
い
て
要
望
し
て

ま
い
り
ま
す
。
相
続
登
記
促
進
に
当
た
り
、

所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
を
防
ぐ
に
は
、
税

制
面
の
後
押
し
が
重
要
で
す
。
特
に
空
き
家

問
題
に
関
し
て
は
、
建
物
が
あ
る
と
固
定
資

産
税
の
課
税
が
１
／
６
に
減
額
さ
れ
る
の

で
、
放
置
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
そ
の

点
か
ら
も
見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
丹
羽　
相
続
し
た
土
地
を
手
放
す
こ
と
が

で
き
る
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
注
意
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
。

　
古
谷　
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
防
ぐ
た
め
負

担
金
（
10
年
分
の
管
理
費
相
当
額
）
を
納
め

な
け
れ
ば
国
庫
帰
属
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
通
常
の
管
理
や
処
分
に
あ
た
り
、
過
分

の
費
用
や
労
力
が
か
か
る
も
の
は
対
象
外
に

な
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
丹
羽　
一
般
の
方
に
は
判
断
が
難
し
い
場

合
、
ど
こ
へ
相
談
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。

　
古
谷　
法
務
局
で
相
談
で
き
ま
す
。
司
法

書
士
会
に
も
協
力
し
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
体

制
を
整
え
て
い
き
ま
す
。

　
紙
谷　
国
庫
帰
属
の
費
用
に
関
し
て
、
一

律
最
低
20
万
円
で
、地
目
・
用
途
地
域
に
よ
っ

て
加
算
さ
れ
ま
す
。
神
奈
川
は
都
心
部
に
近

く
地
価
が
高
い
の
で
、
地
方
に
比
べ
て
相
続

し
た
不
要
な
土
地
の
管
理
を
国
に
託
す
際
に

は
、
費
用
が
高
く
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
古
谷　
地
方
の
山
林
や
農
地
の
方
が
深
刻

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
県
内
で
も
管
理
不
全

の
お
そ
れ
の
あ
る
土
地
等
に
悩
ん
で
い
る
市

町
村
は
多
い
状
況
で
す
。
そ
う
し
た
土
地
を

相
続
し
て
困
っ
て
い
る
方
が
あ
れ
ば
、
相
談

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
終
活
」
で
「
争
続
」
防
止
を

　
丹
羽　
改
正
法
が
施
行
さ
れ
た
場
合
、
社

会
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま

す
か
。

　
紙
谷　
少
子
高
齢
化
時
代
を
迎
え
、
自
身

の
死
後
に
家
族
の
負
担
を
軽
く
す
る
た
め
、

人
生
を
終
え
る
準
備
を
す
る
、「
終
活
」
が

話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
財
産
な
ど
を
明
記

し
て
お
く
「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
」
が
注

目
さ
れ
、
長
野
県
で
は
司
法
書
士
会
と
長
野

地
方
法
務
局
が
協
力
し
て
ノ
ー
ト
を
作
り
ま

し
た
。
事
前
の
準
備
で
相
続
対
策
が
進
み
、

相
続
が
原
因
で
遺
族
が
争
う
「
争
続
」
を
防

ぐ
こ
と
も
で
き
ま
す
。
今
回
の
改
正
は
、
そ

の
価
値
観
を
後
押
し
し
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
古
谷　
「
争
続
」
を
防
止
す
る
有
効
な
方

策
の
一
つ
に
「
遺
言
」
の
活
用
が
あ
り
ま
す
。

法
務
局
で
は
、
令
和
２
年
７
月
か
ら
「
自
筆

証
書
遺
言
書
保
管
制
度
」を
導
入
し
ま
し
た
。

そ
の
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
遺
産
分
割

の
争
い
を
避
け
る
た
め
」
に
利
用
し
た
方

や
、「
弁
護
士
、
司
法
書
士
に
相
談
し
て
す

す
め
ら
れ
た
」
方
が
多
い
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。
遺
言
の
ニ
ー
ズ
は
大
き
い
の
で
「
自

筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
」
を
活
用
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
当
局
で
も

土
地
家
屋
調
査
士
会
を
含
む
三
者
で
の
エ
ン

デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
の
作
成
を
検
討
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
相
続
登
記
申
請
の
義
務
化
に
向

け
て
は
、
負
担
軽
減
の
た
め
に
新
し
く
相
続

人
申
告
登
記
（
非
課
税
）
も
設
け
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
司
法
書
士
会
と
は
さ
ら
に
連
携
を

深
め
て
、
相
談
窓
口
と
あ
わ
せ
て
周
知
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　
紙
谷　
相
続
登
記
の
義
務
化
に
向
け
、
法

務
局
内
に
ブ
ー
ス
を
設
け
て
、
司
法
書
士
に

無
料
で
相
談
で
き
る
よ
う
提
案
し
て
い
ま

す
。
法
務
局
と
連
携
し
な
が
ら
さ
ら
に
協
力

し
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

神奈川県司法書士会　紙
か み

谷
や

 繁
し げ

昭
あ き

 会長
1996年司法書士試験合格、1997年司法書士登
録、その後、消費者問題等対策委員等を経て、
2011年総務部理事、2015年常任理事（総務部
長）、2017年から副会長一期を経て2019年神奈
川県司法書士会会長就任。

神奈川県司法書士会
丹羽 明代 広報委員



なるほど!

こうすれば

良いのね。
神
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県
司
法
書
士
会

企
画
部
担
当
理
事

髙
田 

秀
子�

司
法
書
士

神
奈
川
県
司
法
書
士
会

研
修
部
担
当
理
事

西
川 

明
彦�

司
法
書
士
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母
が
亡
く
な
り
、
相
続
人
は
兄
と
私
の

二
人
で
す
が
、
兄
は
重
度
の
認
知
症
で

す
。
遺
産
分
割
協
議
は
ど
の
よ
う
に
進
め
た
ら
よ

い
で
す
か
。

　

遺
産
分
割
協
議
は
、
必
ず
相
続
人
全

員
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
相
続
人

の
中
に
認
知
症
等
で
判
断
能
力
の
な
い
方
が
い
る

場
合
、
家
庭
裁
判
所
に
成
年
後
見
人
を
選
任
し
て

も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
遺
産
分
割
協
議
は
成
年
後
見

人
と
の
間
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
一

度
成
年
後
見
人
が
選
任
さ
れ
る
と
、
相
続
手
続
終

了
後
も
成
年
後
見
人
の
職
務
は
継
続
し
ま
す
。

　

成
年
後
見
の
制
度
や
手
続
方
法
に
つ
い
て
は
、

家
庭
裁
判
所
か
最
寄
り
の
司
法
書
士
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

Q
&

A

司
法
書
士
か
ら
の
見
積
書
を
見
ま
し

た
。
相
続
登
記
で
30
万
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。
高
す
ぎ
な
い
で
す
か
。

　

司
法
書
士
が
提
示
す
る
相
続
登
記
の

見
積
書
は
、
司
法
書
士
報
酬
だ
け
で
な

く
国
へ
納
め
る
税
金
（
登
録
免
許
税
）
等
が
入
っ

て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ご
質
問
の
ケ
ー
ス
で

は
30
万
円
が
全
て
司
法
書
士
へ
の
報
酬
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
司
法
書
士
へ
依
頼
さ
れ
る
方

も
、
見
積
書
を
よ
く
見
て
い
た
だ
き
、
何
が
報
酬

で
何
が
税
金
等
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
都
市
部
で

は
、
半
額
以
上
が
税
金
と
い
う
ケ
ー
ス
も
よ
く

あ
っ
た
り
し
ま
す
。

数
年
前
に
亡
く
な
っ
た
父
名
義
の
実

家
を
売
却
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

相
続
の
手
続
き
は
特
に
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の

ま
ま
売
却
で
き
ま
す
か
。

　

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
名
義
の
ま
ま
で

は
、
不
動
産
を
売
却
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
不
動
産
を
売
却
す
る
場
合
、
売
主
と
買

主
の
間
で
売
買
契
約
を
結
び
ま
す
が
、
亡
く
な
ら

れ
た
お
父
様
は
売
主
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
不
動
産
を
売
却
す
る
前
に
、
ま
ず
は
相
続
登

記
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
相
続
登
記
は
令
和

６
年
４
月
１
日
よ
り
義
務
化
と
な
り
ま
す
の
で
、

お
早
目
に
手
続
き
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　

司
法
書
士
は
相
続
登
記
の
専
門
家
で
す
。
是
非

司
法
書
士
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

相
続

分
か
ら
な
い
こ
と
は
専
門
家
に
相
談
！

神
奈
川
県
司
法
書
士
会

総
務
部
担
当
理
事

塚
原 

祐
太�

司
法
書
士
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一般的な相続手続きの流れをご案内しております。個々の事案によっては異なる手続きになる場合もございます。

注１：『法定相続情報』とは、戸籍をもとに作成する被相続人と法定相続人の相続関係を示す一覧図になります。戸籍の代わりに使用することができ
ます。法務局で作成します。

注２：申立て・申告は必須ではありません。個々の事情に応じて、申立て・申告をするかどうか判断します。家庭裁判所の申立てについては司法書
士にご相談ください。準確定申告・相続税の申告は、税理士または税務署にご相談ください。

相続の開始（被相続人の死亡）

遺言書のとおり
遺産を分ける

決められていない遺産
について相続人の間で
話し合いが必要

相続財産の名義書換・預貯金の解約など（※相続税の申告と納税の後でも可）
不動産の相続登記は令和6年4月1日から義務になります。

自筆の遺言書
法改正により、遺言書を法
務局に預けることができる
ようになりました。
令和２年７月１０日から開始
されています。

※『公正証書』とは公
証役場で作成した
書類になります。

※公正証書で作られた遺言書と自筆の遺言書に限定し
てご案内しています。

法改正により、遺産分割の前に、被相続人の預貯
金の一部について払戻しを受けることができるよう
になりました。ただし、払戻しを受けられる金額に
は上限があります。

相続人全員で遺産を分ける話し合い
（遺産分割協議）

法定相続情報の作成（注1）

被相続人の準確定申告（注2）

家庭裁判所に申立て
（遺産分割調停申立て）

遺産分割審判

相続税の申告と納税（注2）

遺産分割協議書の
作成

家庭
裁判所で
相続放棄の
申立て
（注2）

家庭
裁判所で
限定承認の
申立て
（注2）

法務局で
お手続き

家庭裁判所
で検認の
申立て

・生命保険会社
・市区役所・町村役場
・年金事務所など

※この色付きの枠は、司法書士がお手伝いできます。

相続手続きの流 れ

①死亡届・各種お手続き

②遺言書の有り・無しの確認

遺言書の手続き

相続人の調査（戸籍の収集）と相続財産・負債の調査

話し合いが
まとまらない

話し合いが
まとまる

いいえ はい

成
立

法
務
局
で
遺
言
書
を

保
管
し
て
い
る

法
務
局
以
外
で

遺
言
書
を

保
管
し
て
い
る

遺
言
書
で
決
め
ら
れ
た
遺
産
の
み

不
成
立

10
ヶ
月
以
内

４
ヶ
月
以
内

３
ヶ
月
以
内

全ての遺産について、
誰が受け取るか遺言書で決められている

遺
言
書
有
り
　
　遺
言
書
の
手
続
き
は
、左
記
手
続
き
と
同
時
に
進
め
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん

公正証書で作られた
遺言書
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編集後記
　所有者不明土地問題解決のため、①所有者不明土地の利用・管理の円滑化（令
和５年４月１日施行）、②相続または遺贈により取得した土地の一定の要件下で
の国庫への帰属（令和５年４月27日施行）、そして③相続による土地の取得を知っ
た日から３年以内の相続登記の義務化（令和６年４月１日施行）がいよいよ始動
します。不動産へのアクセス性と不動産登記の透明性が格段にアップする新しい
制度！私たち司法書士が相続の専門家としてお役に立てれば幸いです。

（広報部一同）

　昨年、司法書士制度は、150周年を迎えました。1872年（明治５年）
８月３日、司法職務定制により『代書人』として誕生し、当初は、裁
判所に提出する書類（訴状・答弁書など）の作成をしていました。誕
生当時は、読み書きに不慣れな人もいたため、その方達のためにも書
類を作成していたそうです。
　令和５年になった現在では、名称が『司法書士』に変わり、業務の
範囲も裁判所提出書類の作成から下記のとおりに広がりました。しか
し、身近な法律家としての存在は昔から変わっておりませんので、ご
相談の最初の窓口としてご活用ください。

Information 相続ホットラインをはじめ、各種電話相談などの公開情報をお伝えいたします

神奈川県司法書士会 詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.shiho.or.jp/

横浜市

中区・磯子区・金沢区
☎050-5212-0623

西区・南区・港南区
栄区・戸塚区・泉区

☎050-5212-0624
神奈川区・保土ケ谷区
鶴見区・旭区・瀬谷区

☎050-5212-0625
緑区・青葉区・港北区
都筑区

☎050-5212-0626
川崎市

☎050-5212-0627

相模原市
☎050-5212-0631

横須賀市・逗子市・三浦郡
鎌倉市・三浦市

☎050-5212-0628
藤沢市・茅ヶ崎市・高座郡

☎050-5212-0630
厚木市・愛甲郡・伊勢原市・大和市
海老名市・座間市・綾瀬市・秦野市

☎050-5212-0632
小田原市・足柄下郡・南足柄市
足柄上郡・平塚市・中郡

☎050-5212-0629

司法書士相続ホットライン（無料電話相談）

［受付時間］13：00～16：00　［休業日］土曜・日曜・祝日 ※面談からは有料になります。

該当の司法書士が
いない場合は、

神奈川県司法書士会へ
ご連絡ください。

☎045-641-1372
［受付時間］
13：00～16：00
［休 業 日］
土曜・日曜・祝日

　今回の相続登記義務化を含む民法等の一部改正及び相続土地国庫帰属制度は県民の皆さまにも大変身近で、かつ大
きな影響を与えるものです。神奈川県司法書士会では、引き続き、正確な情報の元、相続の専門家として県民の皆様
の支援をして参ります。また、疑問や不安の段階でも結構ですので、是非お近くの司法書士事務所や、無料相談会ま
たは相続ホットライン（※）にてお気軽にお問い合わせください。
※電話は原則地元の担当司法書士に転送され、司法書士が直接対応いたします。電話相談は無料です（通話料のみご負担ください）。

相談フロー

電話 面談 解決

司法書士による電話無料相談

司法書士の法律相談について　※法務大臣認定司法書士は、簡易裁判所事物管轄（訴額140万円以下）の民事事件の法律相談や代理を行うこ
とができます（司法書士法第３条1項6号、7号、8号）。　※全ての司法書士は、金額の多寡にかかわらず、裁判所提出書類（訴状、調停申立書、
破産申立書など）の作成事務を行うこと及びこれについての相談に応じることができます（司法書士法第3条1項4号、5号）。

　お急ぎの方は電話による問い合わせをおすすめします！（30分以内）

ご相談内容 ご相談先 日時 連絡先
法律や登記に関する
一般的な相談

神奈川県司法書士会
一般法律相談

月曜～金曜
13：00～ 16：00 ☎045-641-1348

裁判などの相談 神奈川県司法書士会
裁判・多重債務相談

月曜～金曜
13：00～ 16：00 ☎045-641-1389

訴えられた方、
訴えられそうな方の相談
その他、民事一般の相談

神奈川県司法書士会
当番司法書士電話相談

月曜～金曜
16：00～ 19：00 ☎045-641-6110

労働問題に関する相談 神奈川県司法書士会
労働トラブル電話相談

毎週水曜日
13：00～ 16：00 ☎045-662-9133

●（公社）成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部

成年後見に関する相談 リーガルサポートによる
成年後見相談

月曜�15：00～ 17：00　
水曜�10：00～ 12：00
金曜�15：00～ 17：00

☎045-663-9180

無料

無料

無料

無料

無料

司法書士制度が、昨年150周年を迎えました

不動産の登記、相続登記、
民事信託登記など

会社・各種法人の
登記

成年後見

140万円以下の
訴訟の代理

遺産承継業務

家庭裁判所・地方裁判所
提出書類の作成


